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第１回定例委員会会議録 

委 員 長 ）  日程第１ 開会宣言 

委 員 長 ）  日程第２ 会議成立の宣言 

委 員 長 ）  日程第３ 会議録署名委員の指名（福岡委員） 

委 員 長 ）  続いて日程第４の審議に入ります。専決報告第１号「芦屋

市教育委員会事務局事務分掌規則等の一部を改正する規則の制

定について」ですが、これは次の専決報告第２号「参事、次長、

主幹及び主査の分掌事務を定める規程の一部を改正する訓令の

制定について」とも関連する内容ですので、一括で審議したい

と思いますが、御異議ございませんか。 

              <異議なしの声> 

         御異議なしと認め、専決報告第１号と専決報告第２号を一括

して審議します。 

         専決報告第１号と専決報告第２号の提案説明を求めます。 

管 理 課 長 ）    〈議案資料に基づき概略説明〉 

委 員 長 ）  説明が終わりました。質疑はございませんか。 

松 本 委 員 ）  表の体裁についてですが、罫線が入っているものと入って

いないものとでどういう違いがあるのですか。 

管 理 課 長 ）  市長部局のほうの他の表を見たところ、罫線が入ってない

のが主なのです。いつの時点かで罫線が横に入ってしまったた

め、この際、きれいに改めることとしました。特に意味はござ

いません。 

委 員 長 ）  他に質疑はございませんか。 

         無いようですので、これをもって質疑を打ち切ります。 



-2-

         これより採決いたします。本案は、原案どおり承認すること

に御異議ございませんか。 

              <異議なしの声> 

         御異議なしと認めます。よって、専決報告第１号及び専決報

告第２号は承認されました。 

〈専決報告第１号及び専決報告第２号採決。結果、承認（出席委員全員賛成）〉 

委 員 長 ）  次に、専決報告第３号「芦屋市教育委員会情報公開条例施

行規則の一部を改正する規則の制定について」の提案説明を求

めます。 

管 理 課 長 ）    〈議案資料に基づき概略説明〉 

委 員 長 ）  説明が終わりました。質疑はございませんか。 

         無いようですので、これをもって質疑を打ち切ります。 

         これより採決いたします。本案は、原案どおり承認すること

に御異議ございませんか。 

              <異議なしの声> 

         御異議なしと認めます。よって専決報告第３号は承認されま

した。 

        〈専決報告第３号採決。結果、承認（出席委員全員賛成）〉 

委 員 長 ）  次に、専決報告第４号「芦屋市教職員の個別的退職勧奨に

関する取扱要綱を廃止する訓令の制定について」の提案説明を

求めます。 

教 職 員 課 長 ）    〈議案資料に基づき概略説明〉 

委 員 長 ）  説明が終わりました。質疑はございませんか。 

         他に質疑はございませんか。 

         無いようですので、これをもって質疑を打ち切ります。 
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         これより採決いたします。本案は、原案どおり承認すること

に御異議ございませんか。 

              <異議なしの声> 

         御異議なしと認めます。よって専決報告第４号は承認されま

した。 

        〈専決報告第４号採決。結果、承認（出席委員全員賛成）〉 

委 員 長 ）  日程第５ 閉会宣言 


